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1　はじめに

硝酸が直接的に人や家畜に害を及ぼすことは少ない1）。しかし、硝酸が消化器官で亜

硝酸に還元され、ヘモグロビンをメトヘモグロビンに変化させると、呼吸阻害が生じ、

人畜に書を及ぼすことが知られている。

人が摂取する硝酸の50％から90％は野菜由来であり2）FAO／WHOでは1995年に硝酸イ

オンとしてADI（一日許容摂取量）が3．7mg／kg／dayと定められ、EUにおいてもほうれ

ん草、レタスについて規制値が定められている3）。

また、1995年時のデータではドイツ、オランダ、スイス、オーストリア、ロシアにお

いて野菜中の硝酸塩の上限値が定められている（表1）4）。しかし、日本では農産物中

の硝酸塩について基準値は設うけられておらず、消費者の健康被害に対する懸念は根強

い。

また、亜硝酸については食品や医薬品等に含まれる2級アミンと反応し、発ガンの可

能性のあるNニトロソアミンを生成することが和られている5）。第写アミンは魚卵や魚

肉等に豊富に存在することから、欧米に比べ魚類を口にする機会が多い日本ではより発

ガンの可能性が高いといわている。

そこで、当検査所において、昭和51年度より青果物中の亜硝酸根・硝酸根実態調査

を行なってきた結果をまとめたので報告する。

また、本調査の中で有機栽培等と慣行栽培に着目し比較してきた（平成13年度から

平成17年度実施）が有意な差は認められなかった。そこで今年度から天候や気温等の

気象条件に左右されにくい栽培方法（水耕栽培、ハウス栽培）と露地栽培による違いに

着目して比較検討も行ったので併せて報告する。

2　調査方法

（1）青果物中の亜硝酸根・硝酸根実態調査

ア　実施機関　市場衛生検査所世田谷出張所及び大田出張所

イ　検査機関　昭和51年5月～平成18年2月

り　検査対象　中央卸売市場に流通する青果物1852品日

工　検査方法　比色法（衛生試験法注解1990　日本薬学会編に準拠する）

（2）露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培青果物中の硝酸根実態調査

ア　実施機関　市場衛生検査所大田出張所

イ　検査機関　平成17年5月～平成18年2月

ウ　検査対象　大田市場に流通する露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培青果物28品日

工　検査方法　比色法（衛生試験法注解1990　日本薬学会編に準拠する）
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3　調査結果

（1）青果物中の亜硝酸根・硝酸根実態調査

硝酸根濃度については相対的に葉茎葉頬の値が高い傾向が見られた。（表2）植物の科分

類別で見ると、根菜類ではアブラナ科が、葉茎葉類ではアカザ科、アブラナ科、キク科、

セリ科の青果物の値が特に高かった。また、EU基準値（表3）．と比較してみると、ほう

れん草では64検体中31検体（48％）がEU基準値を超えていたが、レタスにはEU・基準値

を超えるものはなかった。なお、今年度実施分に示、てもほうれん草では8検体中3検体

がEU基準値を超えている。このようにEU基準値を超すものが多く、硝酸根濃度が高い

ほうれん草について時期変動を調査した（表4）ところ夏場が比較的高くなる傾向がみら

れた。また、品種による差を比較するため、ちぢみほうれん草を検査した（表5）ところ、

同時期のほうれん草より低い値となった。

亜硝酸根については今年度8月に実施したサラダホウレンソウから4．2p正′トネギから

6．Oppm2月に実施した小ネギから1．4ppm検出された。昭和51年からの検査では春菊、ニ

ラ、パセリ、ピーマン、ほうれん草（根）から検出されている（表2）。

（2）露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培青果物中の硝酸根実態調査

5月に検査を実施した小ネギについては露地栽培で190ppm、ハウス栽培で780ppm、水耕

栽培で2900ppm、水菜については露地栽培で1700ppm、ハウス栽培で4700ppm、水耕栽培で

6000ppmとなり露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培の順に高い値となった。

一方で2月に検査を実施したほうれん草と大根ではこの傾向はみられなかった。（表6）

4　考察

（1）青果物中の亜硝酸根・硝酸根実態調査

硝酸根濃度について、根菜類ではアブラナ科が、葉茎菜類ではアカザ科、アブラナ科、

キク科、セリ科の青果物に高い傾向が見られた。硝酸根の濃度に影響する大きな要因とし

て種特異性があることが知られて6）おり、このことが硝酸根痍度の差に影響したものと考え

られる。

夏場のほうれん草の硝酸根濃度が高くなっている一因として、硝酸根の吸収量が多いこ

とがあげられる。植物は根から硝酸根を水とともにイオンとして吸収し、植物体内で消費

される2）。夏の高温下では葉からの水の蒸散量が増加するため、根からの吸水量が多くなり、

硝酸根の増加につながると考えられる。

また、植物体内の硝酸根濃度とビタミンC含量に反比例関係があるとの報告4）があるが、

ほうれん草1bogあたりのビタミンC含量は、夏採りが20mgであるのに対し、冬採りは60mg

となっている7）ことから、今回の調査結果（表4）とも一致する。

また、ほうれん草とちぢみほうれん草の硝酸根を比較したところ、（表5）ちぢみほうれ

ん草がより低い値となった。今回の結果の一因として、品種による差も考えられるが、通

常ちぢみほうれん草は収穫前10日程度寒風にさらす工程がある。寒風にさらすことにより、

根からの吸水量が減少したため、硝酸根も減少したものと考えられる。
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今年度サラダホウレンソウ1品目、小ネギ2品目から亜硝酸根を検出した。8月に検査

したサラダホウレンソウ、小ネギは痛んでいたため、硝酸還元能をもった微生物により硝

酸根が亜硝酸根に還元されたためと考えられる。1976年に行われた我が国の調査では唾液

中の亜硝酸塩は平均16．5ppmであり、成人の唾液分泌量を一日1Lとすると、1日約16．5mg

の亜硝酸塩が唾液から胃及び腸へ供給されることになる8）。亜硝酸根の摂取はできるだけ控

えるべきだが今回の検出量では日常摂取するにあたっては特に問題ないと思われる。

（2）露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培青果物中の硝酸根実態調査

一部を除き露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培の順に高い硝酸根濃度となった（衷6）。

植物は成長に必要なタンパク質を合成するため、好んで硝酸根を吸収する。吸収された

硝酸根は植物体内で還元されアンモニアとなり、光合成から生産された有機酸と代謝反応

を起こし、植物体の成長に必要なアミノ酸や核酸等を合成する。8）

ハウス栽培、水耕栽培植物は温室内の栽培であるため露地栽培に比べ栽培期間が短い。

このため根から吸収した硝酸根を還元しきれず、露地栽培よりも高い硝酸根濃度となった

と考えられる。

また、水耕栽培植物でより高い硝酸根濃度となった理由として肥料中の窒素成分の違い

が考えられる。化学肥料中の窒素の多くはアンモニア態窒素であり、有機肥料でも生物に

よってアンモニア態窒素として分解される。アンモニア態窒素は微生物的に酸化され硝酸

根になってから植物に吸収される。19）これに対し、水耕栽培培養液中の窒素成分は硝酸態

根であり、20）水耕栽培植物ではより多く硝酸根を吸収したと考えられる。水耕栽培植物で

は収穫直前まで培養液から窒素分を与えられていることも硝酸根濃度が高くなる一因と推

測できる。

また、同種の野菜でも品種によって硝酸根濃度は異なり天候等にも影響をうけることが

しられており、このため2月に検査をしたほうれん草、大根で異なる結果になったと考え

られる。これらについても引き続き検査しデークーを収集することとしたい。

5　まとめ

葉茎葉類において、露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培の順に青果物中の硝酸根濃度が

高くなる傾向があった。

今後も露地栽培、ハウス栽培、水耕栽培といった栽培方法の違いに着目して検査を実施

し、引き続きデータを集めるとともに、硝酸を減少させる方法等の安心情報の収集にも力

をいれていきたい。
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（表1）各国での野菜の硝酸濃度の上限値

野 菜 ドイツ オランダ スイス オーストリ ロシア
参考 値 制 限値 参考値 制 限値 制限値

レタス 300 0
4 50 0（W ）

350 0
4 0 00（W ） 200 0（0 ）

30 00（S） 30 0 0（S） 30 0 0（G ）

ホウレンソ 240 0
4 50 0（W ）

350 0
3 00 0（〉7） 200 0（0 ）

35 00（S） 200 0（く7） 30 0 0（G ）

ダイコン 300 0
4 50 0（W ）

35 00（S）
エンダイブ 1000（S） 25 00（S）

キャベツ 875 1 5 00
9 0 0（S）
50 0（W ）

ニンジン 100 0
4 0 0（S）
250（W ）

W：冬　S：夏　0：路地　G：ハウス　〉7：7月から収穫　く7：6月まで収穫

（表 3）E U の硝 酸 塩 基 準 値 と当 所 で の硝 酸 塩 測 定 結 果
品 目 E U 基 準 値 検 体 数 硝 酸根 濃 平 均 値
ほ うれ ん そう（1 1月 ～ 3 月 ） 3 0 00 2 5 89 0－4 80 0 27 34
ほ うれ ん そ う（4 月 ～ 1 0 月 ） 2 5 00 ・39 8 0－4 60 0 2 719
レタス （4 月 ～ 9 月 ）　 施 設 3 5 00 36 149 － 2 00 0 8 28レタス （4 月 ～ 9 月 ） 露 地 2 5 00
レタス （1 0 月 ～ 3 月 ）露 地 4 00 0

7 3 30 － 1 10 0 8 46レタス （1 0 月 ～ 3 月 ） 施 設 4 50 0
1 ）E U 基 準 値 は 農 林 水 産 省 ホー ムペ ー■ジより

2）施設：温室内栽培、露地：屋外での栽培3）当所測定値は昭和51年～平成17年

（表4 ）ほうれん草の栽培 方 法ごとの硝酸値 濃度 （昭和 5 1年 ～平成 18年）
検査 実施 月 4 5 6 8 10 1 1 12

硝 酸根 濃度（PPm ） 2625（4） 2279（21） 4075（4） 3783（6） 2 170（4） 2790（16） 2633（9）

（表 5）ほうれん草とちぢみほうれん草の硝酸
硝酸根濃度（ppm ）

ほうれん草（2月検査） ′　2633（9）
ちぢみほうれん草 1366（3）

根濃度（昭和51年～平成18年）

＊（表4）（表5）：硝酸根濃度は平均値（）内は検体数

（表 6 ）露 地 栽 培 、ハ ウ ス 栽 培 、水 耕 栽 培 青 果 物 中 の 石

検 査 実 施　月

品 名

硝 酸 根 濃 度 （p P m ）

露 地 栽 培 ＼ウ ス 栽 土 水 耕 栽 培

5 月

コネキー 190 7 8 0 2 9 0 0
ミス■ナ 17 0 0 4 7 0 0 6 0 0 0
コマツナ 3 2 0 0 3 5 0 0
ホウレンソウ 80 2 9 0 0

8 月

コネキ■ 5 40 1 9 0 0
サラダナ 17 0 0 3 3 0 0

1 1 月 ホウレンソウ 13 0 0 2 0 0 0

2 月

ホウレンソウ 2 10 0 2 1 0 0
ダイコン 3 10 0 2 4 0 0
コネキ■ 12 0 0 2 3 0 0
トマト 0 ＿ 5 0
ネキ¢ 1 10 1 9 0

肖酸根・亜硝酸根濃度の比較
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（表 2）青 果 物 中の硝 酸根 ・■亜 石、肖酸 根濃 度 （昭 和 5 1 年 ～ 平成 1 7 年 ）

分 類 科 品名
検体

数

濃 度 （p phl） 肖酸 濃度（ppm 分

類
科 品 名

検体

数

濃 度（ppm ） 肖酸濃 度（pp m

硝 酸 硝 酉 M a x M in 硝 酸 亜硝酸 M ax M in

果菜 華頁

アオ イ オクラ▲ 13 13 9 0 ．0 3 15 30

葉

茎

菜

類

総

アカザ

サラダホウレンソ 4 32 63 1．1 450 0 6 50

ウ リ

カホ’チヤ 24 20 1 0 ．0 64 7 0 チデミホウレンソ 3 136 7 0 ．0 230 0 4 00

ス●ッキーニ 2 1 15 0 0 ，0 130 0 10 00 ホウレンソウ 64 2 72 5 0 ．0 48 00 80

キュウリ 40 17 2 0 ．0 6 60 2 9 ホウレンソウ（根 2 175 5 2．0 1960 1 550

ウリ 3 3 83 0 ．0 4 20 36 0 ホウレンソウ（葉 2 127 8 0 ．0 18 10 746

ナ ス

ピーマン 24 14 3 0 ．0 5 00 6 9

アブラナ

カブ（茎 ） 3 293 9 0 ．0 3 900 1266

トマト 117 26 0 ．0 180 　 0 カブ（茎 葉 ） 4 1 258 3 0 ．0 3 500 33

ナス 14 4 08 0．0 5 30 37 0 カブ（葉 ） 3 183 5 0．0 3 048 424

マ メ

川 －ンピース 2 52 0．0 6 1 4 3 カリフラワー 2 1 23 2 0．0 47 5 11

サヤエント●ウ 17 1 1 0．0 5 2 0 キヤヘーッ 37 7 57 0．0 2 100 1 10

ソラマメ 4 19 0．0 4 1 0 キ］ウナ 10 25 8 1 0．0 352 5 970

エダマメ 6 50 0 ．0 10 5 17 キョウナ（茎 ） 7 44 16 0．0 553 7 2 762

果実 的

野菜

ウ リ
メロン 53 14 8 0 ．0 5 50 5 キョウナ（葉 ） 7 14 93 0．0 232 7 88 1

スイカ 2 5 2 5 0 ．0 82 0 コマツナ 5 2 2 8 19 0．0 590 0 34 0

〇一－／ヽ フ

イチコ’ 2 2 60 0 ．0 133 0 コマツナ（茎 ） 2 2 16 7 0．0 42 80 5 3

果 如 蚕

モモ 10 16 0 ．0 60 0 コマツナ（葉 ） 2 78 1 0．0 15 50 12

サクランホ◆ 6 15 0 ．0 40 0 ターサイ 2 3 600 0．0 440 0 2 80 0

ブ ドウ フ●ト●ウ 20 4 0．0 53 0 タカナ 14 18 16 0．0 3 100 6 70

マ タタビ キウイフルーツ 6 18 0．0 28 6 チンケ■ンサイ 20 3 3 10 0．0 60 00 190 0

果実

短 ・柑
ミカン

ミカン 106 4 0．0 74 0 ハクサイ 56 143 3 0 ．0 3 800 32 6

レモン 15 0 0．0 2 0 ブロッコリー 9 66 0 0 ．0 2 380 3 0

果実

類 ・仁

異類

カキノキ カキ 4 1 5 0．0 3 8 0 フ◆ロツコリー（花 ） 1 38 0 0 ．0 380 3 80

／ヽ フ

ナシ 24 4 0 ．0 4 6 0 フ●ロツコリー（茎 ） 1 135 0 0 ．0 1350 13 50

ビワ ■15 9 0 ．0 3 7 0 ミス’ナ 17 353 5 0 ．0 6000 170 0

リンゴ 6 1 1 0 ．0 13 0 ミブナ 8 254 4 0 ．0 3 900 130

キノコ ヒラタケ キノコ 3 8 7 0 ．0 80 0 メキヤヘ■ッ 10 19 0 ．0 26 7

穀 類 イネ トウモロコシ 9 6 0 ．0 19 0 ダイコン（葉 ） 25 26 99 0．0 73 10 4 0

根菜 類

山菜 類

ア ブラナ

カフ’ 22 164 3 0 ．0 354 0 276 イネ タケノコ 2 58 0．0 67 4 8

カブ（根 ） 19 1、0 87 0．0 21 00 40 ウコギ ウド 1 55 ‘0．0 55 55

ダイコン 28 16 37 0．0 34 50 4 77

キク

サラダナ 33 2 142 0．0 4000 6 09

ダイコン（根 ） 34 ・18 09 0．0 38 20 520 ツマミナ 12 26 98 0．0 4 100 5 70

ラディシュ 5 26 62 0．0 30 00 2260 レタス 43 ・8 3 1 0．0 2000 14 9

キ ク コ●ホ●ウ 17 1646 0．0 25 30 97 5 シュンキり 42 2 797 0．1 6070 7 30

サ トイモ サトイモ 8 18 1 0．0 6 80 6 1 エンデイブ 2 1550 0．0 1600 15 00

セレヘ●ス 15 14 8 1 0．0 25 80 17 0 フキ 18 973 0．0 1550 0

ス イレン レンコン 23 5 0，0 44 0 シナノキ モロヘイヤ 2 2 100 ■　0．0 2600 16 00

セ リ
ニンゾン 3 8 374 0 ．0 12 00 3 4

セリ

マメ

ユ リ

計

セロリ 17 3 34 1 0．0 5 500 18 00

八〇セリ 2 5

9

25

3 83 0 0 ．1 75 6 9 10 0 ミツハ’ 13

2

11

2126 0．0 4400 1 3

ナ ス ／＼●レイショ 2 19 0 ．0 550 3 20

0

500

0

270

豆 苗 480 0 ．0 760 200

ヒルガオ サツマイモ 2 5 0 ．0 1 10 モヤシ 3 2 0 ．0 87 0

ヤ マノイ ナがイモ 10

9

23

90 3 0 ．0 14 10 アス八〇ラがス 38 20 0 ．0 76 0

ワラビ ワラビ 20 0 ．0 5 8 タマネキ’ 2 1 19 0 ．0 61 0

豆 類 マメ インケ●ン 7 15 0．0 120 0 ニンニク 1 1 44 0 ．0 81 0

香 宇野 シソ オオハ‘ 19 6 13 0．0 110 0 90 ニラ 17 122 3 0 ．5 2300 23 0

菜 及 び アブラナ カイワレディコ、 10

5

4

12 46 0．0 17 80 800 ネキ● 33 40 8 0 ．0 1116 7 9

つま物 ショウガ ショウが 4 69 0．0 9 98 203 コネギ 36 104 8 0 ．2 2900 8 0

類 バ ラ ウメ 19 0 ．0 28 14 1842
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野菜の硝酸塩について 

 

 

農林水産省では、平成 14 年（2002 年）度から野菜中の硝酸塩についての研究を行って

おり、平成 15 年（2003 年）度からほうれんそうなどについて硝酸塩を減らすための取組

を行っている。同省の計画では、平成 16 年（2004 年）度末までに、低硝酸塩野菜マニュアルの

作成や、硝酸塩目標値の提言を行うこととなっている（現在、日本では野菜中の硝酸塩について

の最大含有量を設定し規制するには至っていない。）。 

東京都では、昭和 51 年（1976 年）から野菜類の硝酸塩等含有調査を実施しており、平

成 13 年（2001 年）度の結果は、ダイコンやカブなどの根菜類 10 検体、小松菜や白菜など

の葉茎菜類 38 検体を検査したところ、硝酸塩（硝酸根として）最大 6,000ppm（チンゲン

サイ）で、平均値の高いものは、小松菜、水菜、チンゲンサイ、みつばなどであった。ま

た、亜硝酸塩（亜硝酸根として）は、シュンギク、ニラから検出したが、最大で 5.86ppm

であった。 

ＥＵでは、予防原則の観点に立ち、施肥管理等農法の改善により硝酸塩濃度の低減を図

るため、1997年に一部の野菜について硝酸塩の最大含有量を定め、国際流通を行っている。 

 
 

＜硝酸塩＞ 

土壌を含む自然界に広く分布。植物は、窒素を硝酸塩やアンモニウム塩の形で根から吸

収し、これと炭水化物からアミノ酸やタンパク質を合成する。吸収される硝酸塩などの量

が多すぎたり、日光が十分に当たらなかったりすると、吸収された硝酸塩などがアミノ酸、

タンパク質に合成されないで、植物体中に貯まると言われている。 
硝酸塩は、ヒトの体内で還元され亜硝酸塩に変化すると、メトヘモグロビン血症や発が

ん性物質であるニトロソ化合物の生成に関与するおそれがあるといわれている。また、化

学肥料の多用が野菜中の硝酸塩含有量に影響を与えるといわれている。 
ほうれんそうなどの野菜に含まれる硝酸塩は、ゆでるなどの調理により、減少すること

がわかっている。調理法を工夫することにより、硝酸塩の摂取量を家庭で減らすことは可

能である。 
なお、硝酸塩は、食品衛生法に基づき、食品添加物としてチーズ、清酒、食肉製品、鯨

肉ベーコンに使用が認められている。 

 


